
道州制導入に反対する意見書 

 

我々町村議会は、平成２０年の町村議会議長全国大会以来、その総意により、「真

の分権型社会の実現を図るため、住民自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」

を決定し、政府与党に対し申し入れてきたところである。 

また、全国町村議会議長会では本年４月１５日に、「町村や国民に対して丁寧な説

明や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定したかのごとき法案が提出されよう

としていることは誠に遺憾である。」とする緊急声明を行い、更に７月１８日には、「分

権型社会の実現を図るため、道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、

政府・国会に対し要請してきたところである。 

しかしながら、政府・国会議員や財界主導により、道州制導入に向けた議論が進め

られ、既に野党の一部においては、「道州制への移行のための改革基本法案」を第１

８３回国会へ提出し、与党においても、道州制導入を目指す法案を国会へ提出する動

きが依然としてみられる。 

これらの法案では、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村は事実上

の合併を余儀なくされ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰退して

しまうことは明らかである。 

国と地方の役割分担の見直しにあたっては、権限・事務・税財源の移譲等を具体的

に示し、国民に対して丁寧な説明をし、地方の意見を十分に踏まえたうえで進めるべ

きである。 

よって、我々新温泉町議会は、地方分権の推進に逆行するような道州制の導入に反

対するものである。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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